
駐在所広報４月号

４月６日（土）から４月15日（月）までの10日間「春の全国

交通安全運動」が実施されます。

○ 通園・通学をする子供たちを交通事故から守ろう！

家庭や地域の大人が手本となって、基本的なルールやマ

ナーを教え、交通安全意識を高めていきましょう。

○ 高齢者が安心して外出できる安全な社会を作ろう！

交通事故死者数全体のうち、運転中、歩行中ともに高齢

者が多い傾向にあります。

ドライバーのみなさんは、「思いやり・ゆずりあい」運転

を心がけましょう。

○ シートベルト・ヘルメットは命綱！

自動車に乗ったらシートベルトを、

自転車に乗る時はヘルメットを着用し

ましょう。

茂尻駐在所

3 2 - 2 3 2 5

平岸駐在所

3 8 - 8 3 0 3

道端や河川等に引っ越しで出た粗大ゴミ
や家庭ゴミなどを不法に投棄すると

５年以下の懲役若しくは
1,000万円以下の罰金又はその両方

という刑罰が課せられます。
ごみは定められた方法で

正しく処分しましょう。

今シーズンも各地で雪害によるニュース
を目にしたと思います。
例年この時期になると、突然自宅を訪問

してきて「無料で診断しますよ。」「ドロー
ンで屋根を確認しました。」などといって自
宅の不具合を指摘し住宅のリフォーム工事
の契約を迫るいわゆる「点検商法」による
被害の増加が心配されます。
「点検させてほしい」などと訪問してく

る業者には対応しないようにしましょう。




